
【小型鳥獣捕獲までの流れ】

1. 「飯山市小型鳥獣捕獲用わな講習会」の受講

2. 考査に合格して「修了証」を受け取る

3. 「鳥獣の捕獲等（鳥獣の卵の採取等）許可申請書」を市役所
農林課耕地林務係に提出する

4. 「鳥獣捕獲許可証」を受け取る

5. 捕獲許可期間内（最長1年間）で捕獲活動を行う
（はこわなと標識（プレート）の設置、捕獲状況の確認、捕獲個体の
処理、捕獲個体に関する情報を許可証に記入）

6. 捕獲許可期間終了時に「鳥獣捕獲許可証」を市役所農林課
耕地林務係に返却する

7. 捕獲を継続したい場合は、再度許可申請を行う
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鳥獣捕獲許可証がないと、
小型鳥獣(ハクビシンなど)は捕獲できません！


